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�愛媛県告示第８７７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和２年８月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市伯方町木浦字鮴乙７３９の２

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

�愛媛県告示第８７８号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和２年８月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

今治市宮窪町宮窪２８７５番地

藤 本 貴 志

今治市宮窪町宮窪２５６５番地

関 真 也

今治市宮窪町宮窪１８０５番地

藤 本 和 之
宮 窪 愛媛県漁業協同組合

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

伊予市湊町２１４番地３

大 森 日出雄

伊予市湊町３４９番地

亀 岡 憲 孝

伊予市湊町２８６番地４

日 山 哲 也
伊 予 伊予漁業協同組合

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

大洲市長浜甲５９２－１０

和 田 正 幸

大洲市長浜甲５７５－１

松 原 和 則

大洲市長浜甲５９０－１６

小 西 憲 平
長 浜 長浜町漁業協同組合

西宇和郡伊方町伊方越１１０８

門 田 元

西宇和郡伊方町亀浦４１０

大 沼 工

西宇和郡伊方町亀浦４２７

宮 本 一 弘
有 寿 来 八幡浜漁業協同組合

発 行 愛 媛 県
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監 査 公 表
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�愛媛県告示第８７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画用途地域の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

供する。

令和２年８月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画特定用途制

限地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆

の縦覧に供する。

令和２年８月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８１号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

令和２年８月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

中島土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年８月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�公表第８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和２年８月４日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

宇和島市津島町針木１７９

永 井 淳一朗

宇和島市津島町弓立８４

川 口 幾 広

宇和島市津島町脇４２５

勝 間 清 行
下 灘 第 二 愛媛県漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和２年８月４日から１８日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東 予 地 方 局 産 業 経 済 部
今 治 支 局 水 産 課

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中 予 地 方 局 産 業 経 済 部
水 産 課

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
水 産 課 八 幡 浜 支 局 水 産 課

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

令和２年
６月２４日 山 本 鹿志子 二級建築士 愛媛県知事登録

第３９３１号 死亡による

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 令和２年６月１７日

発 電 工 水 課 令和２年６月１７日

県 立 病 院 課 令和２年６月１７日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 令和２年６月９日

今治地区工業用水道管理事務所 令和２年６月９日

西条地区工業用水道管理事務所 令和２年６月９日

中 央 病 院 令和２年６月１７日

今 治 病 院 令和２年６月９日

南 宇 和 病 院 令和２年６月１１日

新 居 浜 病 院 令和２年６月９日

（監査の結果）

令和元年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契

約給水量を確保しており、経営成績は安定している。

今治地区工業用水道事業についても、実績給水率（契約給水量に

対する実績給水量の比率）は低調であるものの、給水能力と同量の

契約給水量を確保しており、経営成績自体は安定している。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純

利益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると１９９億円

の借入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、引

き続き企業立地の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の一層

の強化等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

２ 病院事業

� 当年度の患者数は前年度と比較して減少しているものの、集中治

療室等における医療供給体制の充実等による診療報酬単価の増、高

額手術件数や高額薬品を用いた外来でのがん治療件数の増加等によ

り、医業収益は増加している。

愛 媛 県 報令和２年８月４日 第１２８号

６１９



人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７―１２３２
職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年８月４日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

現年度未収金５，９８４，０１７円）について、早期回収に、より一層努め

られたい。

（中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分３５，９２５，０４８円（過年度未収金２３，４２４

，９９９円、現年度未収金１２，５００，０４９円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。

（今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分１４５，８００円（過年度未収金７７，３７０円、

現年度未収金６８，４３０円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。

（今治病院）

� 個人医業未収金の納期到来分１３，８５０，６３４円（過年度未収金１１，１４４

，５３４円、現年度未収金２，７０６，１００円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。

（南宇和病院）

� 医業外未収金の納期到来分１１３，３１４円（過年度未収金６６，７２０円、

現年度未収金４６，５９４円）について、早期回収に、より一層努められ

たい。

（南宇和病院）

� 平成３１年度診療材料単価契約について、契約締結の意思決定を経

ることなく公印を使用し、契約が締結されていた。

（南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分５６，０８９，６３５円（過年度未収金３８，１３８

，９０２円、現年度未収金１７，９５０，７３３円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。

（新居浜病院）

� 医業外未収金の納期到来分７４４，９８９円（過年度未収金２７６，００９円、

現年度未収金４６８，９８０円）について、早期回収に、より一層努めら

れたい。

（新居浜病院）

一方、経営内容は厳しさを増し、薬品費などの材料費や高額医療

機器更新に伴う減価償却費など医業費用が大幅に増加している。

これまでも、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）

に基づく各種施策に引き続き取り組んだ結果、純損失については、

前年度より３億８，９０３万円減少したものの、２億４，４２１万円の赤字と

なっている。

また、累積欠損金は２０８億円に上り、企業債２５９億円や一般会計等

からの長期借入金８８億円など、負債が資産を上回る債務超過の状況

になっており、依然として厳しい財政状態が続いている。

病院事業を取り巻く環境は、医師不足などを背景に厳しい状況に

あると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病院が、国の

医療制度改革や本県の地域医療構想を踏まえながら、地域の中核病

院として高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、引き続き

経営健全化に取り組まれたい。

� 非常用発電機更新工事（今病第元－１号）において、工事で発生

した産業廃棄物の運搬処分について、契約数量と実績が相違（工事

原価で７８２，０００円の過大積算）していたにもかかわらず、変更契約

を行っていなかった。

	 廃止された三島病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金につ

いて、適切な債権管理と早期回収に、引き続き努められたい。

（令和２年３月３１日現在 単位：円）

区分 個人医業未収金



医業外未収金
�

計

＋�

旧三島病院 ５，１６１，４３８ １１，４５０ ５，１７２，８８８

計 ５，１６１，４３８ １１，４５０ ５，１７２，８８８

� 個人医業未収金の納期到来分３２６，２１５，０７７円（過年度未収金２５９，４

２０，３６９円、現年度未収金６６，７９４，７０８円）について、早期回収に、引

き続き努められたい。

（中央病院）

 医業外未収金の納期到来分６，７２３，０２１円（過年度未収金７３９，００４円、

改 正 後 改 正 前

（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条 省略

２ 省略

３ 条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲

げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又

は製造等に従事する場合をいう。

（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条 省略

２ 省略

３ 条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲

げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又

は製造等に従事する場合をいう。

勤務箇所名 業務の内容 勤務箇所名 業務の内容

衛生環境研究所

保健所

動物愛護センタ

ー

コレラ、赤痢（疫痢を含む。）、腸チフ
そう しん しょう

ス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅

熱、ジフテリヤ、流行性脳脊髄膜炎、ペス

ト、腸管出血性大腸菌感染症、狂犬病、ブ

衛生環境研究所

保健所

動物愛護センタ

ー

コレラ、赤痢（疫痢を含む。）、腸チフ
そう しん しょう

ス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、猩紅

熱、ジフテリヤ、流行性脳脊髄膜炎、ペス

ト、腸管出血性大腸菌感染症、狂犬病、ブ

愛 媛 県 報令和２年８月４日 第１２８号

６２０



附 則

この規則は、公布の日から施行する。

家畜保健衛生所

家畜病性鑑定所

そ そ

ルセラ症、炭疽、鼻疽、結核、ハンセン

病、エイズ及び新型コロナウイルス感染症

の各病原体の研究、検菌作業又は予防液の

製造等に従事する業務

家畜保健衛生所

家畜病性鑑定所

そ そ

ルセラ病、炭疽、鼻疽、結核、ハンセン

病、エイズ及び新型コロナウイルス感染症

の各病原体の研究、検菌作業又は予防液の

製造等に従事する業務

令和２年８月４日 発行

愛 媛 県 報令和２年８月４日 第１２８号
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